
腸管出血性大腸菌感染症の発生について

• 1982 年に米国でハンバーガーを原因とする出血性大腸炎が集
団発生した事例において、大腸菌O157 が下痢の原因菌として
分離。

•日本では1990 年埼玉県浦和市の幼稚園における井戸水を原因
としたO157 集団発生事件で、園児2 名が死亡して注目された。

出典：NIID 腸管出血性大腸菌感染症とは



岡山県では・・・

• 平成8 年５月邑久町の４幼稚園、４小学校、１中学校においてEHEC 0-157(VT1,2)患

者数468 人の集団食中毒が発生し、そのうち２名の児童がHUS を併発し死亡。

喫食者数2,156人、有症者468人（20.9％）、菌陽性者112人（5.2％）

• 平成8年6月新見市内の7小学校、2中学校でEHEC O-157(VT1,2)集団発生。喫食者数

1,935人、有症者365人（18.6％）、菌陽性者数270人（14.0％）

⇒上記２事例は給食の調理は共同調理施設が一括して行い、各学校へ配送していた

• 平成9年市内病院にてEHEC 0-157(VT1,2)による集団発生。菌陽性者89人

原因は夕食に出された冷やし日本そば。

⇒平成８年８月 法定伝染病に指定

腸管出血性大腸菌感染症の発生について

出典：国立保健医療科学院
No.552腸管出血性大腸菌による集団発生

（https://www.niph.go.jp/h-crisis/archives/83405/）

https://www.niph.go.jp/h-crisis/archives/83405/


腸管出血性大腸菌感染症 集団発生受けて・・・

平成９年３月

大量調理施設衛生管理マニュアル

• 調理従事者の定期検便（月１回以上）

• 調理従事者は下痢・嘔吐・発熱などの
症状があったとき、手指等に化膿創が
あった時は調理に従事しない

• 下痢や嘔吐等の症状があれば医療機関
を受診し、感染性疾患の有無を確認す
る

上記を規定



平成９年４月 学校給食衛生管理基準通知

（平成21年4月1日学校給食衛生管理基準施行）
•調理従事者の定期検便（月２回以上）

•その後、平成１７年に鳥取県においてノロウイルスによる学校
給食を原因とする食中毒事件が発生したことを受けて、「ノロ
ウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された従事
者は、高感度の検便検査においてノロウイルスを保有していな
いことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控
えるなど適切な処置をとる」ことが追加された

腸管出血性大腸菌感染症 集団発生受けて・・・



「伝染病予防法（明治30年制定）」では対応しきれない

• 感染症の発生・拡大の状況の変化と新興感染症

（1976年エボラ出血熱、1982年腸管出血性大腸菌）

• 問題点とその対応

各感染症の感染力、感染した場合の重篤性、予防方法や治療方法の有効性の再評価が必要

発動する措置が一律で硬直的であり、感染症の類型を再整理が必要

（各類型ごとに就業制限・入院等の必要最小限（人権に配慮）な措置を講ずる）

⇒伝染病予防法に代わる新たな感染症対策の基本法として、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１１年４月施行）」制定。

感染症法の制定



ユッケ等の食用牛肉基準
• 平成 23 年４月 富山県の焼肉飲食チェーン店にて腸管出血性大腸菌による食中毒事
件発生。患者総数は100名を超え、このうち4名が死亡。

⇒厚生労働省によりユッケ等の生食用牛肉の基準が策定。平成23年10月1日より施行。

※基準を満たさなければ、生食用牛肉を提供することはできない。

違反した場合は、食品衛生法に基づき、行政処分および罰則の対象になる。

出典：厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz.html



生食用牛レバーの取り扱いについて

•牛レバー内部から腸管出血性大腸菌O157検出が報告あり

平成24年7月から、食品衛生法に基づいて、

牛のレバーを生食用として

販売・提供することを禁止

出典：厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/110720/index.html



2021年 HUS発症あり HUS発症なし 合計

O157 29 1495 1524

Non-O157 2 1710 1712

合計 31 3215 3246

O157分離例はHUS発症のリスクとなり得るか？ オッズ比による検討
（ IASR 2022＆2023年3月号特集より 引用した数値を元に作成）

2021年のデータによるオッズ比は14.50/0.87＝16.67(参考値)※

2022年 HUS発症あり HUS発症なし 合計

O157 24 1925 1949

Non-O157 3 1431 1434

合計 27 3356 3383

2022年のデータによるオッズ比は8.00/1.35＝5.93 (参考値)※

O157が分離されたらHUS発症に要注意

※O血清群不明例や分離菌以外でのHUS診断例は
含まないため、真のオッズ比とは異なる可能性がある

地衛検報告による
検出割合から計算

地衛検報告による
検出割合から計算



腸管出血性大腸菌 検査・診断マニュアル 2022年10月改定
https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/EHEC20221006.pdf

※EHEC 分離のため
の糞便検体は自然排
泄便が望ましいが、
採取できない場合は
直腸粘液をスワブで
採取する。

腸管出血性大腸菌分離までの手順を所要日程

厚労省の
マニュアル上、

約3日



医療機関への聞き取り内容
【患者情報】
・発生届にある情報

（名前、生年月日、年齢、住所、職業（所属）など）

【経過】
・発症から現在に至るまでの症状について

例）○月○日から腹痛、水様性下痢（＋）6回/日

○月○日から血便（＋）10回以上/日排便

同日、来院。採便し外注検査。ホスミシン処方

○月○日 Ｏ１５７ＶＴ２判明。

【治療】
・抗生剤の有無（ありの場合投与期間）など

【検査】
・検査機関名



【感染源】
・思い当たる感染原因・感染経路
例）○月○日 △□○店で焼肉、ユッケを食べた など

【菌株のDNA解析に関して】
目的：国立感染症研究所にてＤＮＡ解析等による菌種間の相同性を確認するため、

DNA解析を実施していますので、患者の菌株提供についてご協力ください。

（なお、採取した検体の所有権は医療機関にあり、患者の同意は必要ありません）

外注検査の場合は、保健所が検査機関へ菌株回収の調整をします。

院内検査の場合は、菌株の保管をお願いします。保健所が回収に伺います。

【陰性化確認】
・就業制限解除には陰性化確認が必要。（保健所での検査可能）
（有症状患者…２回、無症状病原体保有者…１回）
※医療機関で検査をする場合は、保健所へ結果の共有をお願いします。

【その他】
・患者に、保健所から電話が入ることの旨をお伝えください。



【保健所から患者さんに伝えていること】

〇家庭内での感染予防対策について。

（排便後の手洗い、排便後のトイレやハイタッチエリアの次亜塩素酸での消毒、

タオルの共有をしない、入浴の順番最後にするなど）

〇職場や学校に感染を伝える必要について。

〇飲食に直接携わる業種は稼働できないため、職場と出勤の可否や仕事内容 等
相談する必要あり。

学校では給食当番を避ける。

学校・職場で排便していれば、トイレを消毒する必要あり。

〇出席停止について

［出席停止の期間の基準］

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※陰性確認が未でも、症状消失する、無症状病原体保有者等は登校は可能



【疑い患者の方に伝えていただきたいこと】
〇家庭内での感染予防対策について。

（排便後の手洗い、排便後のトイレやハイタッチエリアの次亜塩素酸での

消毒、他とのタオルの共有をしない、入浴の順番を最後にするなど）

〇飲食に直接携わる業種は下痢症状等ある場合稼働できないため、職場と

出勤の可否や仕事内容等相談する必要あり。

〇学校では給食当番を避ける。

⇒二次感染防止のため、貴院を受診された疑い患者様への感染予防保健指
導をお願いいたします。ただし、医療機関からの行動制限等の指導は法的
な拘束力を伴いません。

※受診時に下痢症状など、抗菌剤を処方される場合には、腸管出血性大腸
菌感染症も念頭に、便培養をご考慮ください。


